
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者数：30 人（23 団体） 

各登録団体の活動内容や新センター利用に

ついての感想や意見などを出してもらった。 

（参加者の感想） 

「皆さんの活動報告が 

よくわかった」「公共 

交通を利用すればここ 

も利用しやすいと思う」 

「駐車料金を下げて 

ほしい」等。 

 

参加者数：12 人 場所：学習研修室 3  

  講師：大西眞由美さん（高松トーストマスターズクラブ） 

Ｍarriage as an Institution がテーマ。今は伝統にと

らわれず、 ｌ iving together(without marriage)同棲、

common-law marriage （事実婚）、separate surname 
marriage （夫婦別姓事実婚）、same-sex marriage （同

性婚）などの結婚形態がある。また、She married a 
doctor． She got married  to a doctor．Be 動詞の代
わりに get を使うこともある。話し 

言葉では marry より get married  

の方がよく使われるようだ。結婚に 

関した会話をしたり、グラフを読み 

解いたり、楽しみながら学んだ。 

 

★フェスティバル日程 

    11月 23日（木・祝）～12月 3日（日） 

★パネル展の予定 （11月 23日（木・祝）～29日） 

 「スウェーデンのパパたち」写真展  

 お楽しみに！！ 

★ワークショップ・パネル展の企画を募集しています。 

 期限は、8月 20日までです。 

★実行委員も募集しています。奮ってご参加ください。 

★次回の予定 

  ・企画総務委員会 8月 30日（水） 14：00～ 

  ・実行委員会    9月  2日（土） 10：00～ 

“死後離婚”。この言葉が、最近メディアや巷で話題になっ

ています。配偶者が亡くなった場合、義理の両親やきょうだ

いとの姻族関係はそのまま継続しますが、この姻族関係を、

どうしても切りたい事情がある人は、“姻族関係終了届”を役

所に出せば、姻族と縁を切ることができます。 

配偶者の死後に縁を切ることから、“死後離婚”という造語

が生まれたようです。そして近年、“死後離婚”をする妻が増

加しているとか。当然、さまざまな事情から逃れるための決

断ですから、メリットがある一方でデメリットもあることを忘れ

てはいけない。デメリットもしっかり把握して慎重に決断しま

しょう。 

メリットとしては、まず一番大きいのは“義理の両親やきょ

うだいとの縁を切ることができる”ということです。義理の両

親については、この書類が受理された瞬間から金銭的な世

話や、介護の必要もなくなります。また、義理のきょうだいの

素行が悪い、金銭問題があるなど、巻きこまれることを避け 
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参加者数：3 人   場所：琴電瓦町に集合 

琴電瓦町駅から一日フリーきっぷを使って、滝宮天

満宮と金比羅さん周辺を散策した。 

こんぴらうどん直営工場で昼食。 

美味しくて安いうどんを堪能した。 

由緒ある金丸座、社屋の真ん中に 

神木のある金陵の郷も見学。転勤 

者と和やかな楽しいぶらり旅だった。 
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 豪雨や地震、竜巻などの災害は、思わぬ時にやっ

てくるもの。やはり、今一度災害時の備えについて、 

チェックしてみてはどうでしょうか？ 

 

＜防災グッズの点検＞ 

 防災グッズを入れた非常持出袋（リュック）などを用

意し、目につくところに置いていますか？ 

■チェック 1 懐中電灯やラジオの電池は切れていな

いか。予備の電池を用意する。ヘッドライトをつけて

いると避難時に両手が空いて動きやすい。 

■チェック 2 飲料水と食品の期限切れはないか。 

リュックには水５００ml（2～3本）は必要。自分でリュッ

クが背負えるかも確認しておく。自分が服用している

薬も忘れずに入れておく。 

■チェック 3 目立つ色の服を着る。 

万一の時、見つけてくれやすい。 

 

 
 

 

 

  

◆8 月 5 日（土）  13：30～15：30 

場 所：参画センター 相談室 

参加費：無料 

 

◆8 月 10 日（木)  10：00～12：00 

場 所：参画センター 学習研修室 1  

参加費：無料 

 

 

 

◆8 月 19 日（土） 13：30～15：30 

場 所：参画センター 相談室 

参加費：無料 

＊毎月第 3土曜日に開催 

 

第 4 回 「夫婦別姓」 

◆9 月 13 日（水） 10：00～11：30 

講 師：高松トーストマスターズクラブ 

参加費：無料    

場 所：参画センター学習研修室 3 

託児：あり（生後 6か月～就学前の子ども 

      1週間前までに予約 

 

 

 

■死後離婚とは？  “死後離婚”とは、配偶者の死後に“姻族関係終了届”とい
う書類を提出することによって、姻族にあたる義理の両親や義理のきょうだいと
の縁を一方的に切る、ということを意味するマスコミがつくった造語です。 

 

 

 

られます。さらに、お墓の問題ですが、「夫と一緒のお墓に入

りたくないとか折り合いの悪い義理の両親と一緒のお墓に

入りたくない」 という場合には、その必要もなくなりお墓を管

理する義務もなくなります。 

さらに、メリットとしては、遺産の権利は保障されていま

す。例えば、夫が亡くなり、妻が“姻族関係終了届”を提出し

た場合、戸籍上にその事実が記載されるだけで除籍される

わけではありませんので、遺産や遺族年金は受け取れるの

です。 

ただ、この書類は、一度受理されると二度と取り消せない

とのこと。自分自身が姻族と縁を切っても、わが子は祖父母

とは血族になるため、縁はそのまま継続します。しかし、自

分が縁を切ることによって、子どもたちにも何かしらの影響

が出る可能性もあるので、そこも覚悟が必要です。そういう

ことを全部理解したうえで、後悔のないように決断しなけれ

ばならないということです。   ＊参考資料 HP「ママテナ」 

① 避難準備・高齢者等避難開始 

事態の推移によっては避難勧告や避難指示（緊

急）が発令されることが予想されるため、避難の

準備をしましょう。高齢者や身体障がい者（要援

護者）など、避難に時間を要する人は避難を開

始する必要があります。 

② 避難勧告 

災害による被害が予想され、人的被害が発生す

る可能性が高まった場合に発せられます。避難

のため立ち退きを勧めるものです。 

③  避難指示（緊急） 

 災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的

被害が非常に高まった場合に 

発せられるもので、「避難勧告」 

より拘束力が強くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

参加者数：8 人   場所：学習研修室 3 

 観音寺市で男女共同参画を推進していくために設立

された「GENKI ネット」の会員と市の推進室の方が新

センターの視察に来られた。「GENKI ネット」は、「かん

おんじ翼の会」「いきいき中新まちづくり」「はぁもにぃ」

など 10 団体からなっている。 

映像による「高松市男女共同 

参画センターのあゆみ」を観て、 

これからどうやって活動を進めて 

いけばよいかを話し合った。 

 

  

 

 

 

 

避難所情報・自らの判断で身を守ろう！ あなたは、準備できていますか？ 


